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■■■■■ 

■■■■          建設業関連情報メールマガジン   

■■■                第１５１号 

■■             （２０１９年７月１日発行） 

■ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

  建設業関連情報メールマガジン第１５１号をお届けします。 

  このメールマガジンは、「建設業関連情報メールマガジン」の配信を申込みされた 

 方々に配信しています。 

   

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

ＩＮＤＥＸ 

 

 

 １．新・担い手３法（品確法と建設業法・入契法の一体的改正）について 

   ～ 建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するため、品確法、 

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の 

改正が行われました ～ 

      

 

 ２．「社会保険加入促進宣言企業」の公表について（令和元年 5月 31 日時点） 

   ～ 社会保険加入に積極的に取り組み「行動基準」の遵守を宣言する 

     建設企業リストを公表 ～ 

 

 

 ３．「建設業経営管理セミナー」を開催します！ 

   ～ 『建設産業の若者を惹きつける「人間関係論」』をテーマに、セミナーを 

開催します ～ 

 

 

 ４．令和元年度「建設企業経営革新支援事業」二次募集のお知らせ 

   ～ 新分野への進出や新技術・新工法の開発に必要な経費を助成します ～ 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 １．新・担い手３法（品確法と建設業法・入契法の一体的改正）について 

   ～ 建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するため、品確法、 

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の 

改正が行われました ～  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



  建設業の働き方改革の促進、建設現場の生産性の向上、持続可能な事業環境の 

 確保のため、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

 の一部を改正する法律の改正が行われました。 

  また、災害への対応、働き方改革関連法の成立、生産性向上の必要性、調査・ 

 設計の重要性のため公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する 

 法律の改正が行われました。 

 

 

 ◎ 詳細はこちらから↓（国土交通省ＨＰ） 

   

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

２．「社会保険加入促進宣言企業」の公表について（令和元年 5月 31日時点） 

   ～ 社会保険加入に積極的に取り組み「行動基準」の遵守を宣言する 

     建設企業リストを公表 ～ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  建設業における社会保険加入対策にあたり、地域レベルでその取組の定着とさらなる 

 促進の徹底を図ることを目的とし、平成３０年７月２４日富山県、同年７月３０日新潟 

 県、平成３１年２月１４日石川県において、「建設業社会保険加入推進地域会議」を開 

 催しました。会議において「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」を採 

 択し、「行動基準」の遵守を宣言する建設企業の募集を行っております。 

  今般、令和元年５月３１日時点での宣言企業のリストを取りまとめましたので、公 

 表いたします。 

 

 ◎ 詳細はこちらから↓（北陸地方整備局ＨＰ） 

 

http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/ninaite/190531sengenkigyo.pdf 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 ３．「建設業経営管理セミナー」を開催します！ 

   ～ 「建設産業の若者を惹きつける人間関係論」をテーマに、セミナーを 

開催します ～ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  建設企業では将来の「担い手」の確保が大きな課題となっており、若い人材を 

 定着させるための取組が求められています。そして、人材の定着のためには「人を 

 育てる」という意識改革が必要です。 

  本セミナーでは、建設業を取り巻く雇用環境を踏まえて、若い人材を定着させる 

 ために必要な「人間関係論」や、リーダーシップに必要な基本知識についてわかり 

 やすく解説します。 

 



  ＜セミナー開催日程等 ＞ 

   日程：令和元年８月２７日（火） １３：３０ ～ １６：００ 

   会場：新潟県商工会館 ７階大会議室 

      （新潟市中央区新光町７番地２） 

   対象：建設事業者 

   定員：６０名（先着順、定員になり次第締め切り） 

   締切：８月９日（金） 

 

 ◎ 詳細はこちらから↓（新潟県ＨＰ） 

          

http://www.pref.niigata.lg.jp/dobokukanri/1356919974899.html 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 ４．令和元年度「建設企業経営革新支援事業」二次募集のお知らせ 

   ～ 新分野への進出や新技術・新工法の開発に必要な経費を助成します ～ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
建設企業等の新分野・新市場進出や建設業本業の強化、新技術・新工法開発などの 

経営革新に向けて取り組む事業に対し、必要な経費を公益財団法人にいがた産業創造 
機構を窓口として助成しています。 

 
募集期間：令和元年６月２７日（木）～ ８月２０日（火） 

 

 

 ◎ 詳細はこちらから↓（新潟県ＨＰ） 

          

http://www.pref.niigata.lg.jp/dobokukanri/1356921387755.html 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

（バックナンバーについて） 

  配信済みのメールマガジンについては、以下のＵＲＬよりご覧いただけます。 

   http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/mail/backnumber.pdf 

 

（配信停止の手続き） 

  このメールマガジンの配信停止をご希望の方は、以下のＵＲＬより「メールマガジン 

  配信登録・解除」にアクセスし、解除登録を行ってください。 

   http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/index.html 

 

（配信元） 

  国土交通省 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課（建設業ライン） 

   ※ このメールに対して直接の返信はご遠慮願います。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 


